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 附属書削除に伴い 4章の説明文を修正 
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日本語表記作成ガイド 
 

序文 
このガイドは，データプロジェクターの日本語表記を作成・決定する際に，ユーザーが戸惑うがな

いよう，表記や表現，用語について配慮すべき事項をまとめたものです。ただし，このガイドはすべ

ての表記を網羅したものではなく，多くのデータプロジェクターに適用できる表記について規定して

います。 

 

ここで言うデータプロジェクターとは，自動データ処理装置からの画像情報を含む電気信号を光信

号に変換し，投影スクリーンに投影する表示装置を指します。 

 

1 適用範囲 
このガイドは，プロジェクター本体への表示だけではなく，オンスクリーンメニューやアプリケー

ションソフトの画面表示，および取扱説明書等に用いられる表記を対象としています。 

 

2 引用規格 
次に示す規格は，本ガイドの規定の一部を構成するために引用されます。また，これらの規格は本

ガイド第 1 版を制定時に参考にしたものであり，その後の改正版（追補を含む）が発行された場合

は，改正版を優先するものとします。 

 常用漢字表（平成22年内閣告示第2号）（平成22年11月30日内閣告示） 

 現代仮名遣い（昭和61年内閣告示第1号）（昭和61年7月1日内閣告示） 

 送り仮名の付け方（昭和48年内閣告示第2号）（昭和48年6月18日内閣告示） 

 外来語の表記（平成3年内閣告示第2号）（平成3年6月28日内閣告示） 

 

3 ガイド使用時の留意点 
このガイドを使用する場合には，次の点に留意してください。 

 このガイドは，新たな日本語表記を作成する際の手引きとして利用することを目的としていま

す。 

 掲載内容はあくまでも例示であり，各社の方針や実際の状況に応じて適切に適用を判断してくだ

さい。 

 例外が発生する場合は，その理由や定義を明確にしたうえで運用してください。 

 

4 作成の手引き 
4.1 原則 
日本語表記に使用する漢字，仮名遣い，送り仮名，および外来語の表記に関しては，第 2項「引用

規格」に記載した内閣告示類に従うことを基本とします。また，このガイドの末尾に掲載している参

考文献も参考にしてください。 

なお，表記や表現，および用語は，少なくとも同一製品内では表示媒体ごとに統一を図ってくださ

い。 
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4.2 使用する用語  
No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

2-1 社内および当該業界内の

アルファベットを用いた

略号は使用しない。 

OSD メニュー，オンスクリー

ンメニュー 

略号を使用したほうが説

明しやすい，理解しやす

い場合は，説明書の初出

部分で説明したうえで使

用する。 
2-2 社内でだけ通用する用語

は使用しない。 

PJ プロジェクター 社内でだけ通用する用語

かどうかは，他社で使用

している用語を参考にす

るなどして調査する。 
2-3 “ヶ”と“ヵ”は使用しな

い。 
①1 ヶ所，1 ヵ所 

②2 ヶ月，2 ヵ月 

③3 ヶ国，3 カ国 

①1 か所  

②2 か月  

③3 か国 

“ヶ”，“ヵ”は“箇”の略字

であり正式な表記ではな

いため使用しない。 
“一箇所”，“二箇月”は公

用文表記。 

 

4.3 日本語の使い分け 
No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

3-1 常用外漢字および旧字は

使用しない。常用漢字に

ないものは，ひらがな，

またはカタカナにする。 

歪み・歪む 
 
予め 
埃 
蛸足配線 
頁 
10 分毎 
～下さい 

ゆがみ・ゆがむ, ひず

み・ひずむ 
あらかじめ 
ほこり 
たこ足配線 
ページ 
10 分ごと 
～ください 

 

3-2 読みが難しい漢字および

誤読につながる漢字は，

“かな”にする。 

塞ぐ ふさぐ  

3-3 複合語（動詞）の送り仮

名は，それぞれの語の送

り仮名の付け方による。 

切替える 
呼出す 
取扱う 
取外す 

切り替える 
呼び出す 
取り扱う 
取り外す 

 

3-4 外来語による表記と日本

語表記の両方が一般的な

場合には， 日本語を優

先する。 

オート 
アウトプット 
インプット 

自動 
出力 
入力 

外来語による用語が普及

して，該当する日本語表

記よりも広く認知されて

いる場合は，この限りで

はない。また，意味や解

釈が異なり，使い分けさ

れている用語について

は，適切に区別するこ

と。 

 

4.4 不適切な表現 

No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

4-1 ジェンダーフリーに配慮

した表現を使用する。ま

た，使い方によっては差

別的と受け取れる表現は

使用しない。 

①サービスービスマン 
②～でさえ 
③～じみた 
④せいぜい 
⑤マスター／スレーブ，プ

ライマリー／スレーブ 

①サービス担当者，担当

サービス，サービスエン

ジニア 
②～④は使用を控える 
⑤主／副, メイン／サ

ブ, プライマリー／セカ

ンダリー 
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No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

4-2 不当な表示（ユーザーに

誤解を与える表現）は避

ける。 

次の表現は原則使用しない。 
①永久を意味する用語 

永久，永遠，いつまでも 
②完全を意味する用語 
完全，完璧，万能，万全 

③安全を意味する用語 
安全，安心 

④最上級を意味する用語 
最高，最大，最小，最高級，超 

⑤優位性を意味する用語 
世界一， 日本一，抜群，画期的 

⑥比較を表す用語 
どれよりも，このクラスでは，かつてない 

左記は，“家庭電気製品

製造業における表示に関

する公正競争規約”の一

部である。事実と相違す

る表示，事実を著しく誇

張した表示，使用に当た

り重要な事項についての

不明瞭な表示，合理的な

根拠のない表示を行うと

誤認されるおそれがあり

ます。 

4-3 製品に対して人の生死に

例えた表現は使用しな

い。 

延命 延長利用 製品の耐用年数を表す製

品寿命や部品寿命は，こ

の限りではない。 

4-4 色の情報に限定した操作

案内をしない。 
緑色で表現した基板には触

らない。 
図で示した基板（緑色）

には触らない。 
色の情報が主となる操作

案内のときは，色覚の多

様性に配慮して，イラス

トや操作部の番号を付加

すること。 
ただし，色による状態表

示の説明はこの限りでは

ない。 
4-5 音の情報に限定した操作

案内をしない。 
カチッと音がするまで押し

ます。  
カチッと音がするまで押

して，エラーメッセージ

が消えていることを確認

します。 

音の情報が主となる操作

案内のときは，聴覚障が

い者に配慮して, 視覚情

報でのフィードバックを

付加すること。 

 

4.5 否定表現 
No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

5-1 マイナスイメージの用語

は使用しない。 
  利点となる状況または内

容を表現するようにす

る。 

5-2 二重否定の表現や，二重

否定となる設定選択項目

の使用は避ける。 

非表示（しない・する） 表示（する・しない） 推奨例のように肯定的な

表現にするなどして，一

読して意味が読み取れる

表現とする。 

5-3 否定用語を使用する場合

は, 係り受けを明確にす

る。 
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4.6 あいまいな表現 
No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

6-1 対象や基準が明確でない

用語，特定の意味/特定の

状態を示さない用語は，

単独での使用を避ける。 

モード カラーモード, ファンモ

ード 
 

6-2 程度のはっきりしない用

語は，用語の近傍で定量

的な説明を併記する。 

高輝度 
高コントラスト 
 
長寿命 

10,000 lm の高輝度 
高コントラスト

（20,000：1） 
20,000 時間の長寿命 

 

6-3 異なる表現の同義語を使

用しない。 
投影 投映 少なくとも同一製品にお

いては表記を統一する。 

 

4.7 用語の組み合わせ 
No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

7-1 係り受けが曖昧な複合語

は使用しない。 
標準ファイル設定 標準ファイルの設定  

7-2 省略前と省略後とで受け

取り方が変わる可能性が

ある場合は，省略しな

い。 

初期化 全設定初期化，登録信号

初期化 
操作画面または操作状況

によって，省略されてい

る情報が理解される場合

は，この限りではない

（8-5 項参照）。ただ

し，省略された表現は誤

訳の懸念があるので，翻

訳時は適宜情報を補うな

どの配慮が必要です。 
7-3 意味がわかりにくい，誤

解されるような造語は使

用しない。 

  新規の造語を使用する際

は，説明書の初出部分で

説明したうえで使用す

る。 

 

4.8 表示 

No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

8-1 計量単位を示す数字には,
直後または近傍に単位

を表示する。 

   

8-2 外来語にはカタカナを用

いる。 
ぼたん 
のぶ 

ボタン 
ノブ 

 

8-3 数字は算用数字を用い

る。 
二色コピー 2 色コピー 語句を構成する要素であ

る数字, 慣用句には漢数

字を用いる。 
 一部分 
 二度 
 第三者 
 四角形 
 十分な～ 
常用漢字表の訓による数

え方はこの限りではな

い。 
 一つ, １つ（ひとつ） 
 二日, ２日（ふつか） 
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No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

8-4 用語内の記号には次のル

ールを用いる。 
①“/”or,  or+and 
②“~”範囲 
③“・”and 
④“：”説明，注釈 
⑤“( )”補足情報 

 ①有線/無線 
②0℃～40 ℃ 
③吸気口・排気口 
④最大出力：257 W 
⑤投写レンズ(別売品) 

 

8-5 状況が理解できる場合は,
一部の表現を省略して

簡略化してもよい。 

［映像調整］→［明るさ調

整］ 
［初期化］→［ユーザー設

定初期化］ 

［映像調整］→［明る

さ］ 
［初期化］→［ユーザー

設定］ 

 

8-6 カタカナを用いるとき

は，全角を使用する。 
ｷｰｽﾄｰﾝ 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 
ﾚﾝｽﾞ 
ｽｸﾘｰﾝ 

キーストーン 
コンピューター 
レンズ 
スクリーン 

 

8-7 メッセージの中でボタン

やキーの名称を表示する

ときは，分かりやすくす

るために括弧などの記号

で囲う。 

映像モードを選択し, 決定

ボタンを押す 
［映像モード］を選択し,
＜決定＞ボタンを押す 

 

 

4.9 翻訳を踏まえた表現 

No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

9-1 ボタンやキーの名称を翻

訳者が区別するために括

弧などの記号で囲う。 

映像モードを選択し, 決定

ボタンを押す 
［映像モード］を選択し,
＜決定＞ボタンを押す 

 

9-2 言語によらず表示領域に

収まるよう, 最大文字数

を考慮した文章にする。 

   

9-3 記号（例：注記の

「※」）は日本語以外の

言語では通用しない場合

があるので留意して使用

し，他の記号や言葉に置

き換える。 

※１ *１  

9-4 1 つの文章内に「～のと

き」と「～の場合」の両

方を，またはいずれかを

重ねて使用しない。 

・ 指示に従わない場合，

保証が受けらないとき

があります。 
・ 指示に従わない場合，

保証が受けらない場合

があります。 

指示に従わない場合, 保
証が受けられないことが

あります。 

 

9-5 省略すると正しく翻訳さ

れない可能性がある場合

は，省略しない。 

全初期化 全設定初期化 
登録信号初期化 

メニューの操作手順など

によって, 省略されてい

る情報が理解される場合

はこの限りではない。 
9-6 社内および当該業界内の

アルファベットを用いた

略号や, 社内でしか通用

しない用語は使用しな

い。また，和製英語（カ

タカナ）をそのまま英語

に変換して使用しない。 

PJ プロジェクター 和製英語の例 
パソコン 
コンセント 
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No. 内容 不適切な例 推奨例 注記 

9-7 係り受けがあいまいな文

章表現をしない。 
投写したい映像やテストパ

ターンを選択する。 
 両方にかかる場合： 

投写したい映像や投写

したいテストパターン

を選択する。 
 

 映像のみかかる場合： 

投写したい映像や, テ
ストパターンを選択す

る。 

不適切な例では「投写し

たい」が「映像」のみか

「テストパターン」にも

かかるのかがわからな

い。 
係り受けが分かればその

限りではない。 

9-8 機械翻訳をする場合の誤

訳を避けるため，適切な

長音記号を使用する。 

Unicode の場合 
「―」(U+2015) 

Unicode の場合 
「ー」(U+30FC) 

半角の長音記号を用いる

場合は「ｰ」(U+FF70)を
用いる。 
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参考文献 
JBMS-85 : 2022 ユーザーインターフェイス用語作成基準 

一般社団法人 ビジネス機会・情報システム産業協会 

公用文作成の考え方（建議） 文化審議会 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/pdf/93651301_01.pdf  

家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約及び施行規則（令和 5 年 4 月 27 日変更認

定） 

公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 
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NHK 漢字表記辞典 NHK 出版 
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注記： 参考文献は，本ガイド制定時に参考としたものです。また，記載の URL は，本ガイド制定時

のものであり，当該 WEB サイト運営元の都合により変更される可能性があります。 
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